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平成 26 年度(2014 年度) 第 1 回箕面市都市計画審議会 議事録

●日 時 平成 26 年 8 月 18 日(月曜日)

午前 9 時 30 分 開会 午前 12 時 閉会

●場 所 箕面市議会委員会室

●出席した委員

会 長 増田 昇 氏

委 員 木多 道宏 氏

委 員 寺内 勇 氏

委 員 永田 義和 氏

委 員 印藤 文雄 氏

委 員 岡沢 聡 氏

委 員 神田 隆生 氏

委 員 中井 博幸 氏

委 員 森 章 氏

委 員 泊 詳紀 氏

委 員 永石 辰也 氏

委員 11 名 出席

●審議した案件とその結果

案件 1 北部大阪都市計画用途地域の変更について（付議）

賛成多数により、原案どおり議決

案件 2 北部大阪都市計画高度地区の変更について（付議）

賛成多数により、原案どおり議決

案件 3 北部大阪都市計画彩都粟生地区地区計画の変更について（付議）

賛成多数により、原案どおり議決

案件 4 箕面市景観計画の変更について（諮問）

賛成多数により、原案どおり答申

案件 5 箕面森町（水と緑の健康都市）地区の都市計画変更の検討状況について

(報告)

報告した内容で今後手続きを進めることで了解を得た。

案件 6（仮称）白島三丁目地区における地区計画等の検討状況について

（報告）

報告した内容で今後手続きを進めることで了解を得た。

●事務局（藤原）

定刻になりましたので、ただ今から、

平成２６年度第１回箕面市都市計画審

議会を始めさせていただきます。

まず始めにマイク操作の確認をさせ

ていただきます。テープの録音とこのマ

イク操作とが連動しており、後の議事録

作成にも影響がございますのでよろし

くお願いします。

各委員におかれましては、発言前に前

のマイクの青いボタンを押してからご

発言をお願いいたします。次の方が発言
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される場合には、次に発言される方がご

自分の前の青いボタンを押していただ

きますと先にお話しいただいた方のマ

イクの電源が自動的に切れるようにな

っております。なお、進行を進めていた

だきます議長のマイクは常時つながっ

た状態になっておりますので、よろしく

お願いいたします。

それでは増田会長、お願いいたしま

す。

●増田会長

皆さん、おはようございます。お忙し

い中ご出席を賜りまして厚く御礼申し

上げます。また、平素は審議会の運営に

対しまして、格段のご支援、ご協力を賜

り、重ねて厚くお礼申し上げたいと思い

ます。

それでは、本日の審議の進め方でござ

いますけれども、まず案件１から４。こ

れはこれまでも説明をしてきておりま

すけれども、いずれも彩都地区に関する

案件でございますから一括して説明を

受けて審議を進めていきたいと思いま

す。その後、案件の議決に関しましては、

重要ですので1件1件進めるという形で

で進めたいと思いますけれども、よろし

いでしょうか。

（異議なしの声）

ありがとうございます。それでは案件

１北部大阪都市計画用途地域の変更に

ついて、案件２北部大阪都市計画高度地

区の変更について、案件３北部大阪都市

計画彩都粟生地区地区計画の変更につ

いて及び案件４箕面市景観計画の変更

について、一括して市から説明をお願い

したいと思います。

よろしくお願いいたします。

●市（まちづくり政策課 上岡担当主

査）

＜案件説明＞

＜審議＞

●増田会長

はい、どうもありがとうございまし

た。先ほどご説明いただきました内容に

つきまして、案件１～４、どこからでも

結構ですけれどもご意見もしくはご質

問等ございましたらいかがでしょうか。

●永石委員

景観計画になるのかなと思うのです

けれども。屋外広告物についてなのです

が、建物の特に壁面看板ですけれども、

文字とか、そうものの制約というのは何

か考えられておられるのかなと。特に山

なみに大きな文字とかがあるとまた景

観に影響するのかなと思いましたので、

この辺何か制約とか何かあるのでしょ

うか。

●増田会長

いかがでしょうか。直接、屋外広告物、

ここでの審議案件ではないのですけれ

ども景観に大きく影響しますので、屋外

広告物に関連して具体的にどういうこ

とがなされているのかというのを少し

ご説明していただければと思いますが、

いかがでしょうか。

●市（まちづくり政策課 松政課長）

案件１ 北部大阪都市計画用途地域

の変更について【付議】

案件２ 北部大阪都市計画高度地区

の変更について【付議】

案件３ 北部大阪都市計画彩都粟生

地区地区計画の変更につい

て【付議】

案件４ 箕面市景観計画の変更につ

いて【諮問】
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景観については、市全体にかかってい

るルールがありまして、その中で広告物

の表示基準というのがございます。その

中で、今言われた壁面にかかる看板の大

きさというか壁面の面積に対してとい

うことで位置づけられています。まず、

大きさが決まっているのが１つとその

中に表示できる内容について色はどう

いうのを使わないだとかいうような周

辺の景観と調和するようなということ

で規定をしております。実際はですね、

ここは景観の重点地区になっておりま

すので、１件１件景観の協議がなされて

おります。その中で、今言った基準に基

づきまして個別に協議させていただい

ているということですので、今回の地区

につきましては特に南側から見える位

置にございますので、その辺のシュミレ

ーションといったらちょっと言い過ぎ

かもしれませんがそういう見方も踏ま

えて個別に協議し、今仰るように景観に

支障をきたさないような形で進めてい

きたいという風に考えております。

●増田会長

いかがでしょうか。

●永石委員

そしたら、その協議の進み具合によっ

たら南面に事業名とかそういうのが壁

面看板としてのるという可能性もある

と。

●増田会長

いかがでしょうか。

●市（まちづくり政策課 松政課長）

今、仮定の話もありますので、個別の

中で絶対だめなのか、例えばのせるにし

ても色とか大きさとかで景観に配慮で

きる内容なのかということをみていき

ます。景観の場合は、ちょっと話が逸れ

るかもしれませんが、都市景観アドバイ

ザーといって学識経験者の先生３人に

入っていただいてます「まちなみづくり

相談」というのがあります。そういうも

のもございますので、そういう中で書類

審査はもちろんですけれども、そういっ

た学識経験者の目を通しましてより景

観にふさわしい内容かどうかというの

を審査をして、最終的に設置できるとい

う流れになっておりますので、その中で

きっちり見ていきたいという風に考え

ております。

●増田会長

よろしいでしょうか。ちなみに、箕面

市は屋外広告物条例はもう府から移譲

されてるんですかね。

●市（まちづくり政策課 松政課長）

はい。屋外広告物の許可権限というの

は移譲されておりますので。箕面市、池

田市で共同処理ということでやってお

ります。補足ですけども、景観の話ばか

りになってしまっていますが、彩都は景

観計画で「山すそ景観保全地区」という

地区に指定されていますので、その場合

３千㎡を超える､今回まさに敷地の最低

限度が３千㎡となっておりますのでそ

ういう案件はすべて景観審議会にかか

るというフィルターにかかりますので、

さらにそこでも一定より良い景観にな

っていくという風に考えております。以

上です。

●増田会長

よろしいでしょうか。十分な指導をし

ていくということでございます。その機

会があるということです。他、いかがで

しょうか。

●神田委員

一つ、法面が大きいところなので、３

３ヘクタールといっても実際に平面で

利用できる面積はどれぐらいなのか、と

いうことが想定できるのかということ

と、３千平方メートルという点でいえば
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何区画ぐらい想定されているのかとい

うことをお話いただきたい。あと、二種

住居ということで、倉庫は規制されてい

ますけれどもこの資料では、工場等につ

いては規制はされていないので、工場等

が建てられるのかどうか。あるいは物流

センターみたいなものが建てれるのか

どうか。用途の関係でお伺いしたいの

と、あと１２月１４日に住民説明をやら

れたという報告がありましたけれども、

殆ど新興住民の方が暮らしておられる

地域で急速に市街化が進んできて、非常

に低層な住宅地が広がり、さらに山の上

ということですので、新住民の方がまち

がどのようになっていくのかというこ

とを十分ご存じなしに暮しておられる

可能性があります。もうちょっと住民の

この皆さんに意向を伺って、まちづくり

のあり方を検討していく必要があるの

ではないかと思うのですが、その３点に

ついてご答弁をいただきたいです。

●増田会長

はい、いかがでしょうか。まず、平場

の比率はどれぐらいあるかというのと、

３千平方メートルの区画で割るとどれ

ぐらい区画数がとれるのかがまず１点

目。

●市（まちづくり政策課 松政課長）

平場の面積は具体的に測っている資

料はないのですが、聞いている話では、

およそ３割程度という風に聞いており

ます。区画につきましても、何区画でき

るかということは聞いておりませんが、

所有者として５者という風に聞いてお

りますので、その５者が適宜利用してい

くという風に考えております。２点目で

すが、用途地域の話があったと思いま

す。今、第二種住居地域でございますが、

工場というのはイメージが色々とあり

ますが、用途地域でいいますと作業所の

床面積が５０平方メートル以下の危険

性や環境を悪化させる恐れが非常に少

ない工場こういったものはできるとい

う風になっておりますので、あまり工業

系ができるというような想定はしてお

りません。あと、説明会もそうなんです

がこの辺はもみじだよりに載せたりと

かホームページに載せたりということ

で説明会の周知にはあたっておるとこ

ろでございますが、その辺でご理解して

いただくしかないのかなという風に考

えております。以上です。

●増田会長

いかがでしょうか。

●神田委員

これはこれでまとまった計画になっ

ていますが、問題は果たしてここへ研究

施設が来るのかどうか。研究施設が来な

ければ空き地のままで放置されるとい

うことになるのではないかという風に

思うのですが、その辺の見通しはどうお

考えでしょうか。

●増田会長

はい、いかがでしょうか。どうぞ。

●市（地域創造部 藤田室長）

地域創造部の藤田です。

今現在この施設導入地区は所有者５

名がいらっしゃいます。そのうち２つは

企業用で売却等を考えておられ、残り３

つについては自社の中で研究所等を考

えられておるということですから、企業

として売却目的が無いところについて

は既に研究用を前提として検討をされ

ているという風に聞いておりますので、

製薬会社の自主研究用となれば研究施

設等、本来の目的の一つとなると思いま

す。残りの売却目的でもっておられると

ころについては今、売却手続きを進めて

いくところがありますのでそれについ

てもこの趣旨にあった企業が購入され



- 5 -

てその趣旨目的にあった形で土地利用

が進められていくという風に今は考え

ております。

●増田会長

いかがでしょうか。

●神田委員

５社のうち、３社は製薬会社は以前購

入された方々で阪急とＵＲがあとの２

社で売却するということになると、２社

でどれぐらいの広さを持っているので

すか。

●市（地域創造部 藤田室長）

１つが約 7 ヘクタール、もう１つが約

１ヘクタールの土地です。

●増田会長

いかがでしょうか。

●神田委員

先ほどの答弁でも３割ぐらいが平面

ということで、大体１０ヘクタールを３

千で割れば相応個数の建物が建つ可能

性はあると思うのですが、さっきも言い

ましたように、果たしてそういうものが

来るのかどうか。特に、阪急とＵＲの持

っているこの土地に、ＵＲが調査した中

部地区の企業進出意向でも殆ど研究施

設を指向している企業があまりないん

です。工場、流通施設、倉庫。こういう

ものが殆どということになっています

から、そういう意味では、このまちづく

りの方向というのが今の時代の流れに

整合しているのか、しっくりと合ってま

ちづくりがすっと進んでいくというこ

とになるのかどうか。それを私自身、非

常に疑問を感じますし、そういう意味で

は、企業誘致ということに拘らず、それ

よりも良好な低層住宅が広がる中で、住

宅系に用途を変えていくということも、

実際問題として土地の有効利用を考え

れば必要ではないかという風に思うの

ですが、この辺どのようにお考えになっ

ているのでしょうか。

●増田会長

はい、いかがでしょうか。

●市（地域創造部 広瀬部長）

地域創造部の広瀬と申します。よろし

くお願いします。

まず、先ほどのお尋ねに関係するので

すけれども、面積的には広いのですけど

もいわゆる販売目的のＵＲとそれから

阪急不動産が持ってるところというの

は画地として最高４区画と聞いており

ます。ひょっとしたら３画地ぐらいにな

るかもしれない。だから、最低敷地規模

を３千平方メートルと決めているから

といってそういう単位で割られるとい

う可能性はあまりないと思います。実

際、図面で地形を見ても、こういう割り

方ができないような、造成法面もありま

すので、そんなに細かくはならないとい

うのはまず大前提であると。それから、

実際に来るのかどうかについてですが、

それはそれこそ市場原理に基づきます

から１００パーセント来ますというこ

とは言い切れないのですけれども、今我

々がその地権者の企業さんに聞くとこ

ろでは思ったよりも引き合いがあると

聞いております。確かに、地域的にいえ

ば物流とかいうニーズが多いのは多い

のですが、逆に我々はあそこに物流が来

てもらうと困るので、先手を打って、今

回詳細ルールを決めてそういうものが

建たない、我々が思っているような研究

施設であるとかそういうものが来ても

らえるようなルールを予め決めている

と、そういう風にご理解いただけたらと

思います。それから、低層住宅への転用

というお話もありましたけれども、それ

は今まだそんなことを考える段階じゃ

ないと思っています。元々、彩都を考え

る時にゾーニングをやって、住宅エリア
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と施設エリアとを分けて、施設エリアに

はそのいわゆる煙がたたないような環

境にも配慮できた建物をもって来ると

いうコンセプトをもって動いてきてい

ますので、まずはこれでしっかりとした

ルールを作って進めて行って、それこそ

あと１０年２０年経ってまた土地利用

が進まないとかそんなことになればそ

の時にまた判断すれば良いのではない

かなという風に考えております。以上で

す。

●増田会長

ありがとうございます。いかがでしょ

うか。よろしいでしょうか。

●神田委員

今、あと１０年２０年という風にお答

えになりましたけれども、実際１０年２

０年経って、全部想定しているような研

究施設が建てば良いけれども、結局建た

なくて空き地として残る可能性も否定

できないという風に思うのです。だか

ら、空き地のところはもう住宅もいいで

すよということにはなかなか、１０年２

０年経ってから用途を変える、あるいは

用途を緩和して、住宅系へと転換すると

いうのは実際問題なかなか難しい話か

なと思うのですけれども、その辺どうお

考えですか。

●増田会長

はい、いかがでしょうか。

●市（地域創造部 広瀬部長）

繰り返しになるかもしれませんけれ

ども、我々はその彩都というまちづくり

をもう何年も、１０年も２０年もかかっ

てやってきているわけですけれども、当

初そういうゾーニングをやって、その職

住の接近したようなまちをつくりたい

と動いてきたわけです。今、確かに住宅

に転用するという考え方が選択肢とし

てないことはないかもしれませんけど

も、今それをすると、当初の考え方も覆

すことにもなりますし、なにより今、あ

の施設導入地区については関西国際戦

略総合特区というような位置づけをや

って、そういう企業誘致をしていこうと

いうエリアになっていますし、あとは簡

単にその住宅を張りつけたらいいかと

いうと、例えばその為に学校施設が足り

るのかとか足りないとかまでに話が及

びますので、今はやはり施設導入地域で

あるであるべきと考えております。

●神田委員

ただ、現時点で見れば彩都の中部地区

もこの流通施設が２区画はりつくとい

うことですし、今東部で計画されている

部分的なこの開発も、流通系で進めて行

くという方向にどうも舵をとりそうな

感じだという風に見ています。だから、

実際に動いている流れというのは先ほ

ど答弁のあった懸念されている方向で

動いているわけで。そういう意味では、

周辺住民も含めてですね、まちづくりの

あり方がどうあるべきかということを

議論をしていく、そういう取り組みが必

要ではないかと思います。

この間、ちょうどあの地区の横で緑風観

光というバス会社が大学の送迎バスの

車庫的な利用を、ＵＲに土地を借りてで

すねやっているということが交通安全

や周辺環境問題も含めて周辺住民の方

に大きな問題として惹起してきたわけ

ですね。ＵＲの方は、早くこの土地を処

分するという大方針の下で動いていま

すから、いろんな問題が起こる可能性は

想定できる、心配されているような動き

が否定できないというのもよく分かり

ますけども、そうかといって、研究施設

が来てすぐにまちづくりが完結するか

といえば、なかなかそういう姿も見えて

こないというのが実際のところだと思
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うのですけれども。問題は、もう既に多

数の人たちが移り住んでこられてまち

づくりが進められているところですか

ら、この「安心・安全なまちづくり」と

いうものが大前提の問題になります。な

のに、いつまでもその山のてっぺんの空

き地を残しとくというのはやはり住民

の皆さんにとっても歓迎されないでし

ょうし、市としてもそういう方向は避け

るべきだろうという風に思いますから、

そういう意味でも引き続きこのまちの

あり方をどうするのか、用途をどうする

のかというのをやっぱりまだ検討をせ

ざるを得ない状況があるのではないか

なという風に思うのですが、その辺につ

いてはどうでしょうか。

●増田会長

はい、いかがでしょうか。

●市（地域創造部 広瀬部長）

例えば、彩都の中部地区とかで物流関

係が来ている、それが時代の流れだとい

うご指摘なんですけど、だからこそ我々

はそれが来ないように、今回先手を打っ

て詳細ルールを決めてるということで

す。それから、まちというのは確かにど

んどん動いていきますから、随時見直し

は必要だろうと思っていますし、それは

ずっと不断の努力としてやっていきま

す。ただ、今の段階では彩都の施設導入

地区では今ご提案させていただいてい

る内容で進めるべきという風に考えて

おります。

●増田会長

はい、ありがとうございます。よろし

いでしょうか。他、いかがでしょう。

はい、ありがとうございます。だいた

いご意見も出尽くしたと思ますので、1

案件ずつお諮りをしていきたいと思い

ます。

まず案件１、北部大阪都市計画用途地

域の変更について、付議案件が妥当とい

う判断し、原案どおり議決いたしてよろ

しいでしょうか。いかがでしょうか。

●神田委員

あの、今申し上げましたように、市の

思い意向というのはよく分かりますし、

これはこれでよくできた計画だという

風に思いますけども、さきほどからお話

をさせていただいていますように、この

用途でのまちづくりが上手くいくのか

どうかいう懸念がありますし、住民意向

を反映してまちづくりを引き続き検討

していく必要があるのではないか。その

中で、新たな住宅需要に応えた、新たな

ニーズに応えたまちのあり方というの

も検討できるのではないかと思います

ので、現時点のところは賛成しがたいと

いうことを表明しておきたいと思いま

す。

●増田会長

はい。他、いかがでしょうか。

異議ありがございましたので、採決をと

りたいと思います。原案どおり可決して

よろしいでしょうか。賛成の方は挙手を

お願いしたいと思います。賛成多数でご

ざいます。原案どおり議決したいと思い

ます。どうもありがとうございました。

続きまして、案件２の採決に入りたい

と思います。北部大阪都市計画高度地区

の変更について、付議案件が妥当と判断

し、原案どおり議決いたしてよろしいで

しょうか。

●神田委員

これについても、一連の案件になりま

すので、同様の趣旨で賛成しがたいとい

うことを表明します。

●増田会長

はい。ありがとうございます。

異議ありがございましたので、採決をと

りたいと思います。北部大阪都市計画高
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度地区の変更について、付議案件が妥当

と判断し原案どおり可決に賛成の方は

挙手をお願いしたいと思います。はい、

ありがとうございます。賛成多数でござ

います。原案どおり議決いたしました。

どうもありがとうございました。

続きまして、案件３の採決に入りたい

と思います。北部大阪都市計画彩都粟生

地区地区計画の変更について、付議案件

が妥当という判断をし、原案どおり議決

いたしてよろしいでしょうか。いかがで

しょうか。

●神田委員

これについても、同様の趣旨で意見を

述べておきたいと思います。

●増田会長

はい。ありがとうございます。

それでは採決に入りたいと思います。付

議案件が妥当と判断し、原案どおりに賛

成の方は挙手をお願いしたいと思いま

す。はい、ありがとうございます。賛成

多数でございます。原案どおり可決いた

しました。ありがとうございました。

続きまして、案件４についおてお諮り

したいと思います。箕面市景観計画の変

更について、諮問原案が妥当という判断

し、これを答申の基本的な内容とするこ

とに異議はございませんでしょうか。

●神田委員

これについても、同様の趣旨で意見を

のべておきたいと思います。

●増田会長

はい、ありがとうございます。異議あ

りでございましたので、採決をとりたい

と思います。諮問原案どおりに賛成の方

は挙手をお願いしたいと思います。

はい、ありがとうございます。挙手多

数でございます。原案どおりといたした

いと思います。どうもありがとうござい

ました。今日の審議案件については、以

上の４件でございます。続きまして報告

案件に入って行きたいと思います。

案件５、「箕面森町（水と緑の健康都

市）地区の都市計画変更の検討状況につ

いてご報告いただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

●市（まちづくり政策課 上岡担当主

査）

＜案件説明＞

＜審議＞

●増田会長

はい、どうもありがとうございまし

た。ただいまの案件に関しまして、ご質

問あるいはご意見ございますでしょう

か。これからパブコメに入って行く前の

段階として素案についてご説明いただ

いたということですけれども、いかがで

しょうか。長年懸案になっていたところ

がやっと動き出すということで。よろし

いでしょうか。特に意見がないというこ

とでよろしいですかね。そうしました

ら、今ご報告いただいた内容で手続きを

進めていただければと思いますでよろ

しくお願いしたいと思います。

それでは最後の案件でございますけ

れども、案件６、（仮称）白島三丁目地

区の地区計画等の検討状況についてご

報告をいただければと思います。よろし

くお願いいたします。

●市（まちづくり政策課 上野山）

＜案件説明＞

＜審議＞

案件５ 箕面森町（水と緑の健康都

市）地区の都市計画変更の検

討状況について【報告】

案件６ （仮称）白島三丁目地区の地

区計画との検討状況につい

て【報告】
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●増田会長

ありがとうございました。ただいまの

案件６のご説明に関しましてご意見な

りご質問なりあればいかがでしょうか。

はい、どうぞ。

●木多委員

敷地の高低差をできるだけ街区の中

に、道路境界の方に擁壁をつくらないと

いうことですが、どういう風に誘導され

ているのでしょうか。

●増田会長

いかがでしょうか。

●市（まちづくり政策課 松政課長）

今後の開発の中の話になってくると

思うんですけども、擁壁につきましては

道路側に向けずにまず宅地内でつくっ

てくれということで開発協議の中で景

観計画につきまして指導していきたい

と考えてています。どうしても道路側に

出るという風になりますと、ここに書い

てありますように表面仕上げや前面植

栽をするなど周辺景観との調和に配慮

するということで、どちらにしましても

景観に配慮する指導をするよう考えて

ます。

●増田会長

よろしいでしょうか。１点、私の方か

らも。一般競争入札で用地を売却すると

いうのは、可決された後、来年の４月以

降そういう手続きに入るんでしょうか。

それとも案の段階で入って行くという

考えでしょうか、いかがでしょうか。

●市（公共用地活用推進課 堤課長）

この土地につきましては、５月に入札

の募集をかけまして、実は８月に一般競

争入札を行いました。契約も済みまして

９月の市議会で議決をいただ後に、所有

権移転という流れになります。従いまし

て、今現在はまだ所有権は市の方にござ

いまして、早ければ９月から新しい地権

者の方と開発協議に入っていきます。地

区計画等の告示の後に開発許可をおろ

して造成工事に着手するという風に考

えております。

●増田会長

もう既に、売却はおわっているという

ことなんですか。

●市（公共用地活用推進課 堤課長）

競争入札が終わりまして、停止条件付

きで契約が済んでいるということです。

●増田会長

なるほど。条件としてはこの条件でと

いうことは提示せずに？

●市（公共用地活用推進課 堤課長）

今、ご提案させていただいてます内容

を、入札の売却要領の中に既に売却条件

として提示しております。

●増田会長

分かりました。何か他いかがでしょう

か。特にございませんでしょうか。

それでは特にその他のご意見がない

ということでございますので、ご説明頂

いた手続きを順次進めていただければ

という風に思います。

今日、予定しておりました案件はこれ

ですべて終わりましたけれども、言い残

されたりこの際ご発言とかございます

でしょうか。特によろしいでしょうか。

事務局の方は特に何かございますでし

ょうか。

●事務局（藤原）

特にございません。

●増田会長

分かりました。これで平成２６年度第

１回箕面市都市計画審議会を閉会した

いと思います。長時間にわたりまして活

発な意見交換をいただきました、どうも

ありがとうございました。


